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　なお、立入検査を実施する際の「項目、着眼点及び検査内容」については、
貯金保険機構のホームページにおいて公表していますので、参照してくだ
さい。

　名寄せ作業の中で、決済用貯金以外で合算して元本1,000万円を超え
る貯金等を有している場合には、別途法令により定められた付保貯金額を
算定するための複数の貯金等間の優先順位（Q を参照してください）に
より、貯金等を元本 万円まで選別します。


